
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　可撓性静脈レザバーと容積制御装置との組合せであって、前記可撓性静脈レザバーが、
上部外周を有した血液貯蔵室を形成する可撓性の壁と、前記血液貯蔵室に対する入口及び
出口とを備え、前記血液貯蔵室が前記入口と前記出口との間に前記血液貯蔵室を通る血流
経路を形成し、前記容積制御装置が、
　パネルと、
　圧力板と、
　前記可撓性静脈レザバーが前記パネルと前記圧力板との間に両者に接触して配置され前
記可撓性静脈レザバーの最大容積を調節可能に制限できるように、前記圧力板を前記パネ
ルに移動可能に取り付けるための調節可能な取付手段と、を備え、
　前記血液貯蔵室に対する前記圧力板の寸法が、前記入口から前記出口まで前記血液貯蔵
室の前記上部外周に沿っ 流通路が前記圧力板によって覆われずに残るようになってい
る、可撓性静脈レザバーと容積制御装置との組合せ。
【請求項２】
　前記調節可能な取付手段が、
　一方の端部を前記圧力板に接続された横断アームと、
　前記横断アームを前記パネルに対して相対移動させ前記横断アームを予め定められた位
置に保持するための位置調節装置と、を備える、請求項 に記載の組合せ。
【請求項３】
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　前記位置調節装置が、
各々の一方の端部において互いと旋回可能に接続された第１アーム及び第２アームであっ
て、前記第１アームが前記パネルに取り付けられ前記第２アームが前記横断アームに取り
付けられている第１アーム及び第２アームと、
前記第１アーム及び前記第２アームと係合している親ねじであって、該親ねじを回転させ
前記横断アーム及び前記圧力板を前記パネルに対して移動させると、前記第２アームを前
記第１アームに対して旋回させるようになっている親ねじと、を備える、請求項２に記載
の組合せ。
【請求項４】
　前記位置調節装置が、さらに、
前記親ねじを手動で回転させるために前記親ねじに接続されたノブと、
前記親ねじを回転させるに伴って回転するように前記親ねじに接続され、前記パネルに対
する前記圧力板の様々な位置に関して前記可撓性静脈レザバー内で許容される概算最大容
積に対応する目盛が付けられているダイヤル表示器と、を備える、請求項３に記載の組合
せ。
【請求項５】
　前記親ねじがトラニオンを介して前記第２アームと係合し、前記親ねじを回転させると
きに前記トラニオンが前記第１アームに対して一定の向きを維持するように該トラニオン
が前記第２アームに旋回可能に取り付けられており、前記ダイヤル表示器が前記トラニオ
ンに取り付けられ、前記第２アームが前記第１アームに対して旋回するとき前記ダイヤル
表示器が前記第１アーム及び前記パネルに対して一定の向きを維持するようになっている
、請求項４に記載の組合せ。
【請求項６】
　前記第１アームが前記パネルと固定された関係で取り付け可能な フレームを備え、
該 フレームが各々貫通開口を有した２つのハブ部分を含み、
　前記第２アームが第１端部及び第２端部を有したレバーを構成し、
　前記位置調節装置が、さらに、前記取付フレームに前記レバーの前記第１端部を旋回可
能に取り付けるために前記レバー及び前記取付フレームの前記貫通開口を通る軸を備え、
　前記横断アームが前記レバーの前記第２端部に接続され、前記トラニオンが前記第１端
部と前記第２端部との中間で前記レバーに取り付けられている、請求項５に記載の組合せ
。
【請求項７】
　前記表示器ダイヤルのためのダイヤルフレームを備えると共に、前記トラニオンに前記
表示器ダイヤルを取り付けるために前記ダイヤルフレームと前記トラニオンとの間にキー
スロット接続部をさらに備える、請求項５に記載の組合せ。
【請求項８】
　前記位置調節装置が、さらに、前記第１アームに対する前記第２アームの運動の範囲を
制限する停止装置を含み、前記ダイヤル表示器が前記第１アームに対する前記第２アーム
の運動の範囲を通じて１回転以下しか回転しない、請求項４に記載の組合せ。
【請求項９】
　前記圧力板が前記横断アームに対して自由に関節動作を行う、請求項３に記載の組合せ
。
【請求項１０】
　前記圧力板がボールソケット継手によって前記横断アームに取り付けられる、請求項９
に記載の組合せ。
【請求項１１】
　前記可撓性静脈レザバーが、さらに、前記血液貯蔵室から気泡を排出するために、前記
血液貯蔵室の前記上部外周に概略隣接した前記血液貯蔵室への通気通路を含み、前記圧力
板が、概略平坦であり、概略弧状に前記血流通路を形成する概略円形の形状を有している
、請求項１に記載の組合せ。
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【請求項１２】
　前記血液貯蔵室の一方の側面が前記血液貯蔵室の前記上部外周に沿った前記血流通路以
外を前記圧力板によってほぼ覆われており、前記パネルが少なくとも前記血流通路以外の
前記血液貯蔵室の他方の側面をほぼ覆っている、請求項１１に記載の組合せ。
【請求項１３】
　前記圧力板が透明材料から形成される、請求項１２に記載の組合せ。
【請求項１４】
　前記可撓性静脈レザバー及び前記圧力板がそれぞれ第１可撓性静脈レザバー及び第１圧
力板を構成し、前記組合せが、さらに、
前記第１可撓性静脈レザバーの前記血液貯蔵室と異なる寸法の血液貯蔵室を形成する第２
可撓性静脈レザバーと、
前記第２可撓性静脈レザバーの前記血液貯蔵室の寸法に対応し前記第１圧力板と異なる寸
法の第２圧力板と、を備え、
前記第１圧力板及び前記第２圧力板が前記調節可能な取付手段によって交換可能に取り付
けられ得る、請求項１に記載の組合せ。
【請求項１５】
　血液貯蔵室を形成する可撓性の壁と、前記血液貯蔵室に対する入口及び出口とを有し、
前記血液貯蔵室が前記入口と前記出口との間に前記血液貯蔵室を通る血流経路を形成した
可撓性静脈レザバーのための容積制御装置であって、前記容積制御装置が、
パネルと、
圧力板と、
前記可撓性静脈レザバーが前記パネルと前記圧力板との間に両者に接触して配置され前記
可撓性静脈レザバーの最大容積を調節可能に制限できるように、前記圧力板を前記パネル
に移動可能に取り付けるための調節可能な取付手段と、を備え、
前記圧力板が前記可撓性静脈レザバーに対して自動で水平になることを可能とするために
、前記圧力板が前記調節可能な取付手段に対して自由に関節運動するようになっている容
積制御装置。
【請求項１６】
　前記調節可能な取付手段が、
一方の端部を前記圧力板に接続された横断アームと、
前記横断アームを前記パネルに対して相対移動させ前記横断アームを予め定められた位置
に保持するための位置調節装置と、を備える、請求項１５に記載の容積制御装置。
【請求項１７】
　前記位置調節装置が、
各々の一方の端部において互いと旋回可能に接続された第１アーム及び第２アームであっ
て、前記第１アームが前記パネルに取り付けられ前記第２アームが前記横断アームに取り
付けられている第１アーム及び第２アームと、
前記第１アーム及び前記第２アームと係合している親ねじであって、該親ねじを回転させ
前記横断アーム及び前記圧力板を前記パネルに対して移動させると、前記第２アームを前
記第１アームに対して旋回させるようになっている親ねじと、を備える、請求項１６に記
載の容積制御装置。
【請求項１８】
　前記位置調節装置が、さらに、前記親ねじを回転させるに伴って回転するように前記親
ねじに接続され、前記パネルに対する前記圧力板の様々な位置に関して前記可撓性静脈レ
ザバー内で許容される概算最大容積に対応する目盛が付けられているダイヤル表示器を備
える、請求項１７に記載の容積制御装置。
【請求項１９】
　前記親ねじがトラニオンを介して前記第２アームと係合し、前記親ねじを回転させると
きに前記トラニオンが前記第１アームに対して一定の向きを維持するように該トラニオン
が前記第２アームに旋回可能に取り付けられており、前記ダイヤル表示器が前記トラニオ
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ンに取り付けられ、前記第２アームが前記第１アームに対して旋回するとき前記ダイヤル
表示器が前記第１アーム及び前記パネルに対して一定の向きを維持するようになっている
、請求項１８に記載の容積制御装置。
【請求項２０】
　前記位置調節装置が、さらに、前記第１アームに対する前記第２アームの運動の範囲を
制限する停止装置を含み、前記ダイヤル表示器が前記第１アームに対する前記第２アーム
の運動の範囲を通じて１回転以下しか回転しない、請求項１８に記載の容積制御装置。
【請求項２１】
　前記圧力板がボールソケット継手によって前記横断アームに取り付けられる、請求項１
７に記載の容積制御装置。
【請求項２２】
　前記圧力板が、概略平坦であり、概略円形の形状を有する、請求項１５に記載の容積制
御装置。
【請求項２３】
　前記圧力板が透明材料から形成される、請求項２２に記載の容積制御装置。
【請求項２４】
　請求項１５に記載の容積制御装置と、血液貯蔵室を形成する可撓性の壁と前記血液貯蔵
室に対する入口及び出口とを備え前記血液貯蔵室が前記入口と前記出口との間に前記血液
貯蔵室を通る血流経路を形成した可撓性静脈レザバーとの組合せ。
【請求項２５】
　血液貯蔵室を形成する可撓性の壁と、前記血液貯蔵室に対する入口及び出口とを有し、
前記血液貯蔵室が前記入口と前記出口との間に前記血液貯蔵室を通る血流経路を形成した
可撓性静脈レザバーのための容積制御装置であって、前記容積制御装置が、
対向する側縁を有したパネルと、
圧力板と、
前記パネルの何れかの側縁に隣接して前記パネルに結合可能であり、前記可撓性静脈レザ
バーが前記パネルと前記圧力板との間に両者に接触して配置され前記可撓性静脈レザバー
の最大容積を調節可能に制限できるように、前記圧力板を前記パネルに移動可能に取り付
けるための調節可能な取付手段と、を備え、前記調節可能な取付手段が、
一方の端部を前記圧力板に接続された横断アームと、
前記横断アームを前記パネルに対して相対移動させ前記横断アームを予め定められた位置
に保持するための位置調節装置と、を備える容積制御装置。
【請求項２６】
　前記パネルが前側面を有し、前記パネルの前記対向する側縁の間の方向が横方向を構成
し、前記横断アームが、
前記圧力板が前記パネルの前側面の前に保持されている動作位置と、
前記圧力板が前記パネルの前側面から概略横方向に離れた位置に旋回されている装填位置
との間で概略横方向に旋回可能である、請求項２５に記載の容積制御装置。
【請求項２７】
　前記調節可能な取付手段が前記パネルの一方の側縁から前記パネルの他方の側縁に隣接
して取り付けられた状態に切り換えられるとき、前記横断アームの前記動作位置と前記装
填位置とが転換する、請求項２６に記載の装置。
【請求項２８】
　前記位置調節装置が、
各々の一方の端部において互いと旋回可能に接続された第１アーム及び第２アームであっ
て、前記第１アームが前記パネルに取り付けられ前記第２アームが前記横断アームに取り
付けられている第１アーム及び第２アームと、
前記第１アーム及び前記第２アームと係合している親ねじであって、該親ねじを回転させ
前記横断アーム及び前記圧力板を前記パネルに対して移動させると、前記第２アームを前
記第１アームに対して旋回させるようになっている親ねじと、を備える、請求項２７に記
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載の容積制御装置。
【請求項２９】
　前記位置調節装置が、さらに、前記親ねじを回転させるに伴って回転するように前記親
ねじに接続され、前記パネルに対する前記圧力板の様々な位置に関して前記可撓性静脈レ
ザバー内で許容される概算最大容積に対応する目盛が付けられているダイヤル表示器を備
える、請求項２８に記載の容積制御装置。
【請求項３０】
　前記親ねじがトラニオンを介して前記第２アームと係合し、前記親ねじを回転させるに
伴って前記トラニオンが前記第１アームに対して一定の向きを維持するように該トラニオ
ンが前記第２アームに旋回可能に取り付けられており、前記ダイヤル表示器が前記トラニ
オンに取り付けられ、前記第２アームが前記第１アームに対して旋回するとき前記ダイヤ
ル表示器が前記第１アーム及び前記パネルに対して一定の向きを維持するようになってい
る、請求項２９に記載の容積制御装置。
【請求項３１】
　前記位置調節装置が、さらに、前記第１アームに対する前記第２アームの運動の範囲を
制限する停止装置を含み、前記ダイヤル表示器が前記第１アームに対する前記第２アーム
の運動の範囲を通じて１回転以下しか回転しない、請求項３０に記載の容積制御装置。
【請求項３２】
　前記第１アームが前記パネルと固定された関係で取り付け可能な取付フレームを備え、
該前取付フレームが各々貫通開口を有した２つのハブ部分を含み、
前記第２アームが第１端部及び第２端部を有したレバーを構成し、
前記位置調節装置が、さらに、前記取付フレームに前記レバーの前記第１端部を旋回可能
に取り付けるために前記レバー及び前記取付フレームの前記貫通開口を通る軸を備え、
前記横断アームが前記レバーの前記第２端部に接続され、前記トラニオンが前記第１端部
と前記第２端部との中間で前記レバーに取り付けられている、請求項３１に記載の容積制
御装置。
【請求項３３】
　前記表示器ダイヤルのためのダイヤルフレームを備えると共に、前記トラニオンに前記
表示器ダイヤルを取り付けるために前記ダイヤルフレームと前記トラニオンとの間にキー
スロット接続部をさらに備える、請求項３２に記載の容積制御装置。
【請求項３４】
　前記圧力板が前記横断アームに対して自由に関節動作を行う、請求項２７に記載の容積
制御装置。
【請求項３５】
　前記圧力板がボールソケット継手によって前記横断アームに取り付けられる、請求項３
４に記載の容積制御装置。
【請求項３６】
　前記圧力板が、概略平坦であり、概略円形の形状を有し、透明材料から形成される、請
求項２７に記載の容積制御装置。
【請求項３７】
　請求項３２に記載の容積制御装置と、血液貯蔵室を形成する可撓性の壁と前記血液貯蔵
室に対する入口及び出口とを備え前記血液貯蔵室が前記入口と前記出口との間に前記血液
貯蔵室を通る血流経路を形成した可撓性静脈レザバーとの組合せ。
【請求項３８】
　血液貯蔵室を形成する可撓性の壁と、前記血液貯蔵室に対する入口及び出口とを有し、
前記血液貯蔵室が前記入口と前記出口との間に前記血液貯蔵室を通る血流通路を形成した
可撓性静脈レザバーのための容積制御装置であって、前記容積制御装置が、
パネルと、
圧力板と、
前記可撓性静脈レザバーが前記パネルと前記圧力板との間に両者に接触して配置され前記
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可撓性静脈レザバーの最大容積を調整可能に制限できるように、前記圧力板を前記パネル
に移動可能に取り付けるための調節可能な取付手段と、
前記圧力板を前記パネルに対して移動させるに伴って回転するように前記調節可能な取付
手段に機能的に接続され、前記パネルに対する前記圧力板の様々な位置に関して前記可撓
性静脈レザバー内で許容される概算最大容積に対応する目盛が付けられているダイヤル表
示器と、を備える容積制御装置。
【請求項３９】
　前記ダイヤル表示器がケーブル連結装置を介して前記調節可能な取付手段に機能的に接
続される、請求項３８に記載の容積制御装置。
【請求項４０】
　前記圧力板を前記パネルに対して移動させるために前記ケーブル連結装置を駆動して前
記調節可能な取付手段を駆動するための駆動手段をさらに備える、請求項３９に記載の容
積制御装置。
【請求項４１】
　前記ダイヤル表示器が、異なる寸法の血液貯蔵室を有した少なくとも２つの可撓性静脈
レザバーに対応した少なくとも２つの尺度に沿った目盛を含む、請求項３８に記載の容積
制御装置。
【請求項４２】
　前記調節可能な取付手段が、
一方の端部を前記圧力板に接続された横断アームと、
前記横断アームを前記パネルに対して相対移動させ前記横断アームを予め定められた位置
に保持するための位置調節装置と、を備え、該位置調節装置が、
各々の一方の端部において互いと旋回可能に接続された第１アーム及び第２アームであっ
て、前記第１アームが前記パネルに取り付けられ前記第２アームが前記横断アームに取り
付けられている第１アーム及び第２アームと、
前記第１アーム及び前記第２アームと係合している親ねじであって、該親ねじを回転させ
前記横断アーム及び前記圧力板を前記パネルに対して移動させると、前記第２アームを前
記第１アームに対して旋回させるようになっている親ねじと、を備え、
前記ダイヤル表示器が、前記親ねじを回転させるに伴って前記ダイヤル表示器が回転する
ように前記親ねじに機能的に接続されている、請求項３８に記載の容積制御装置。
【請求項４３】
　前記第１アームが前記パネルと固定された関係で取り付け可能な取付フレームを備え、
該取付フレームが各々貫通開口を有した２つのハブ部分を含み、
前記第２アームが第１端部及び第２端部を有したレバーを構成し、
前記位置調節装置が、さらに、前記取付フレームに前記レバーの前記第１端部を旋回可能
に取り付けるために前記レバー及び前記取付フレームの前記貫通開口を通る軸を備え、
前記横断アームが前記レバーの前記第２端部に接続され、前記トラニオンが前記第１端部
と前記第２端部との中間で前記レバーに取り付けられている、請求項４２に記載の容積制
御装置。
【請求項４４】
　前記表示器ダイヤルのためのダイヤルフレームと、前記トラニオンに前記表示器ダイヤ
ルを取り付けるための前記ダイヤルフレームと前記トラニオンとの間のキースロット接続
部と、
前記親ねじを手動で回転させるために前記親ねじに接続されたノブと、をさらに備える、
請求項４３に記載の容積制御装置。
【請求項４５】
　前記親ねじがトラニオンを介して前記第２アームに係合し、前記親ねじを回転させると
きに前記トラニオンが前記第１アームに対して一定の向きを維持するように該トラニオン
が前記第２アームに旋回可能に取り付けられており、前記ダイヤル表示器が前記トラニオ
ンに取り付けられ、前記第２アームが前記第１アームに対して旋回するとき前記ダイヤル
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表示器が前記第１アーム及び前記パネルに対して一定の向きを維持するようになっている
、請求項４３に記載の容積制御装置。
【請求項４６】
　前記位置調節装置が、さらに、前記第１アームに対する前記第２アームの運動の範囲を
制限する停止装置を含み、前記ダイヤル表示器が前記第１アームに対する前記第２アーム
の運動の範囲を通じて１回転以下しか回転しない、請求項４５に記載の容積制御装置。
【請求項４７】
　前記圧力板が前記可撓性静脈レザバーに対して自動で水平になることを可能にするため
に、前記圧力板が前記調節可能な取付手段に対して自由に関節運動するようになっている
、請求項４６に記載の容積制御装置。
【請求項４８】
　前記圧力板がボールソケット継手によって前記横断アームに取り付けられる、請求項４
７に記載の容積制御装置。
【請求項４９】
　前記圧力板が、概略平坦であり、概略円形の形状を有する、請求項４８に記載の容積制
御装置。
【請求項５０】
　前記圧力板が透明材料から形成される、請求項４９に記載の容積制御装置。
【請求項５１】
　請求項４７に記載の容積制御装置と、血液貯蔵室を形成する可撓性の壁と前記血液貯蔵
室に対する入口及び出口とを備え前記血液貯蔵室が前記入口と前記出口との間に前記血液
貯蔵室を通る血流経路を形成した可撓性静脈レザバーとの組合せ。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
技術分野
本発明は大別して心臓外科術の実施に関し、より詳細には身体及び／又は心臓切開術装置
から戻される静脈血を管理する装置に関する。
【０００２】
発明の背景
心臓血管手術中に心臓を停止させる場合には、心臓及び／又は肺の機能を人工的に提供す
る必要がある。患者の血液は酸素付加及び濾過のために静脈系から身体外に導かれた後、
身体内及び動脈系に注入して戻される。こうした体外装置には、通常、ある量の血液を貯
蔵するために、通常静脈レザバー（貯槽）と呼ばれるレザバーが含まれる。多くの場合、
レザバーは、静脈循環への主連結装置からの血液と、手術部位から吸引によって収集され
た「心臓切開」血液を受容する。静脈レザバーは、体外系のための容積バッファと、気泡
を除去する手段とを備える。
【０００３】
硬質の壁を有した静脈レザバーを設けることと、可撓性の壁を有した静脈レザバーを設け
ることは公知である。可撓性高分子材料の袋または嚢の形態に構成された可撓性静脈レザ
バーは、入口から出口まで円滑で均一な血流を提供するという利点を有する。血液は脆弱
な物質であり、体外回路の何れかの部分で停滞した状態に置かれると悪影響を受けやすい
ことから、このことは有用となる。可撓性静脈レザバーは、通常、レザバーの上流で血液
に入った（例えば心臓切開血液中の）気泡の排出を可能にするために、上部に単数又は複
数の通気口を有している。
【０００４】
組立体内に可撓性静脈レザバーを支持し、該組立体がレザバー内に収容される最大血液量
を制限するようにレザバーの可撓性の壁を物理的に制約することが有利であることも公知
になっている。こうした装置の１つが米国特許第５，３５２，２１８号、第５，６９３，
０３９号及び第５，７２０，７４１号の明細書に開示されているが、そこでは可撓性静脈
レザバーはブラケットフレームと前部板の間で制約を受けている。しかしながら、開示さ
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れた装置では、前部板は可撓性レザバーの前部表面及び後部表面のほぼ全体を覆っており
、制約からレザバー全体を解放することなしには気泡の除去を促進する操作のためにレザ
バーにアクセスすることはできない。
【０００５】
米国特許第５，５７３，５２６号明細書は、他の可撓性レザバーと、堅固な基部板と容積
制約板とを備え、これら板により可撓性レザバーを受容するための可変寸法のＶ字形間隙
を形成する容積制約ホルダ組立体を開示している。
【０００６】
発明の概要
態様の１つにおいて、本発明は、可撓性静脈レザバーが入口から出口まで灌流技師に視認
及びアクセス可能な透かして見える流れ通路を有することを可能にする可撓性静脈レザバ
ーのための容積制御支持器を提供する。公知の装置と異なり、特に可撓性静脈レザバーを
操作して血液中の気泡の除去を改善させる目的で、必要とされれば、可撓性静脈レザバー
において大部分の血流が発生する部分を操作することができる。好ましい実施態様は、さ
らに、右手又は左手での操作を可能にし、レザバー内に収容される血液の量の概算測定値
を与え、且つ／又は異なる寸法の可撓性静脈レザバーを用いて作動できるようにすること
により、灌流技師の利便性を向上させる。
【０００７】
本発明の第１態様は、可撓性静脈レザバーと容積制御装置との組み合わせである。可撓性
静脈レザバーは、上部外周を有した血液貯蔵室を形成する可撓性の壁と、血液貯蔵室に対
する入口及び出口とを備え、血液貯蔵室は入口と出口との間に血液貯蔵室を通る血流経路
を形成している。容積制御装置は、パネルと、圧力板と、可撓性静脈レザバーがパネルと
圧力板との間に両者に接触して配置され可撓性静脈レザバーの最大容積は調整可能に制限
できるように圧力板をパネルに移動可能に取り付けるための調節可能な取付手段と、を備
えている。血液貯蔵室に対する圧力板の寸法は、入口から出口まで血液貯蔵室の上部外周
に沿って血流通路のかなり大きな部分が圧力板によって覆われずに残るようになっている
。
【０００８】
好ましくは、調節可能な取付手段は、一方の端部を圧力板に接続された横断アームと、横
断アームをパネルに対して相対移動させ横断アームを所定の位置に保持するための位置調
節装置とを備える。
最も好ましくは、位置調節装置は、第１アーム及び第２アームと、親ねじとを備える。第
１アーム及び第２アームは第１アーム及び第２アームの各々の一方の端部において互いと
旋回可能に接続され、第１アームがパネルに取り付けられ第２アームが横断アームに取り
付けられる。親ねじは第１アーム及び第２アームと係合して、親ねじを回転させ横断アー
ム及び圧力板をパネルに対して移動させると、第２アームを第１アームに対して旋回させ
るようになっている。
【０００９】
また、好ましくは、位置調節装置は、さらに、親ねじを手動で回転させるために親ねじに
接続されたノブと、親ねじを回転させるに伴って回転するように親ねじに接続されたダイ
ヤル表示器とを備える。ダイヤル表示器には、パネルに対する圧力板の様々な位置に関し
て可撓性静脈レザバー内で許容される概算最大容積に対応する目盛が付けられている。
【００１０】
１つの好ましい実施態様では、親ねじがトラニオンを介して第２アームと係合し、親ねじ
を回転させるときにトラニオンが第１アームに対して一定の向きを維持するようにトラニ
オンが第２アームに旋回可能に取り付けられている。この実施態様では、ダイヤル表示器
はトラニオンに取り付けられ、第２アームが第１アームに対して旋回するときダイヤル表
示器は第１アームとパネルに対して一定の向きを維持する。
【００１１】
好ましくは、第１アームはパネルと固定された関係で取り付け可能な取付フレームを備え
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ている。取付フレームは２つのハブ部分を含み、各々のハブ部分が貫通開口を有している
。第２アームは第１端部及び第２端部を有したレバーを構成している。位置調節装置は、
さらに、取付フレームにレバーの第１端部を旋回可能に取り付けるためにレバー及び取付
フレームの貫通開口を通る軸を備えている。横断アームはレバーの第２端部に接続され、
トラニオンは第１端部と第２端部との中間でレバーに取り付けられている。最も好ましく
は、表示器ダイヤルのためのダイヤルフレームが設けられ、トラニオンに表示器ダイヤル
を取り付けるためにダイヤルフレームとトラニオンとの間にキースロット接続部が設けら
れる。
【００１２】
また、好ましくは、位置調節装置は、さらに、第１アームに対する第２アームの運動の範
囲を制限する停止装置を含み、ダイヤル表示器は第１アームに対する第２アームの運動の
範囲を通じて１回転以下しか回転しない。
最も好ましくは、圧力板は横断アームに対して自由に関節動作を行って、圧力板は静脈レ
ザバーに対して自動で水平になることが可能となる。例えば、圧力板はボールソケット継
手によって横断アームに取り付けられる。
【００１３】
また、好ましくは、血液貯蔵室から気泡を排出するために、血液貯蔵室の上部外周に概略
隣接した血液貯蔵室への通気通路が設けられる。圧力板は、概略平坦であり、概略弧状の
血流通路を形成する概略円形の形状を有している。
【００１４】
好ましくは、血液貯蔵室の一方の側面は血液貯蔵室の上部外周に沿った血流通路以外を圧
力板によってほぼ覆われており、パネルは少なくとも血流通路以外の血液貯蔵室の他方の
側面をほぼ覆っている。パネルが血液貯蔵室の後側面全体を覆っているのが最も好ましい
。
最も好ましくは、圧力板は透明な材料で形成されており、灌流技師が血液貯蔵室の圧力板
に覆われた部分を見ることを可能にしている。
【００１５】
また、好ましくは、可撓性静脈レザバー及び圧力板はそれぞれ第１可撓性静脈レザバーと
第１圧力板を構成する。この好ましい実施態様では、この組み合わせは、さらに、第１可
撓性静脈レザバーの血液貯蔵室と異なる寸法の血液貯蔵室を形成する第２可撓性静脈レザ
バーと、第２可撓性静脈レザバーの血液貯蔵室の寸法に対応し第１圧力板と異なる寸法の
第２圧力板とを備えている。第１圧力板及び第２圧力板は好ましくは調節可能な取付手段
によって交換可能に取り付けられている。
【００１６】
本発明の第２態様では、血液貯蔵室を形成する可撓性の壁と、血液貯蔵室に対する入口及
び出口を有し、血液貯蔵室が入口と出口との間に血液貯蔵室を通る血流通路を形成した可
撓性静脈レザバーのための容積制御装置が提供される。本発明の第２態様の容積制御装置
は、通常、パネルと、圧力板と、可撓性静脈レザバーがパネルと圧力板との間に両者と接
触して配置され可撓性静脈レザバーの最大容積を調整可能に制限できるように、圧力板を
パネルに移動可能に取り付けるための調節可能な取付手段とを備えている。圧力板が可撓
性静脈レザバーに対して自動で水平になることを可能にするために、圧力板は調節可能な
取付手段に対して自由に関節運動するようになっている。
【００１７】
本発明の第３態様では、容積制御装置は、通常、対向する側縁を有したパネルと、圧力板
と、パネルの何れかの側縁に隣接してパネルに結合可能であり、可撓性静脈レザバーがパ
ネルと圧力板との間に両者と接触して配置され可撓性静脈レザバーの最大容積を調整可能
に制限できるように、圧力板をパネルに移動可能に取り付けるための調節可能な取付手段
とを備えている。調節可能な取付手段は、一方の端部を圧力板に接続された横断アームと
、横断アームをパネルに対して相対移動させ横断アームを所定の位置に保持するための位
置調節装置とを備えている。
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【００１８】
好ましくは、パネルは前側面を有し、パネルの対向する側縁の間の方向が横方向を構成す
る。また、好ましくは、横断アームは、圧力板がパネルの前側面の前に保持されている動
作位置と、圧力板がパネルの前側面から概略横方向に離れた位置に旋回されている装填位
置との間で概略横方向に旋回可能である。最も好ましくは、調節可能な取付手段がパネル
の一方の側縁からパネルの他方の側縁に隣接して取り付けられた状態に切り換えられとき
、横断アームの動作位置と装填位置とが転換する。
【００１９】
本発明の第４態様では、容積制御装置は、通常、パネルと、圧力板と、可撓性静脈レザバ
ーがパネルと圧力板との間に両者に接触して配置され可撓性静脈レザバーの最大容積を調
整可能に制限できるように、圧力板をパネルに移動可能に取り付けるための調節可能な取
付手段とを備えている。ダイヤル表示器が調節可能な取付手段に機能的に接続され、圧力
板をパネルに対して移動させるに伴ってダイヤル表示器が回転するようになっている。ダ
イヤル表示器は、パネルに対する圧力板の様々な位置に関して可撓性静脈レザバー内で許
容される概算最大容積に対応する目盛が付けられている。
【００２０】
まるいはまた、ダイヤル表示器はケーブル連結装置を介して調節可能な取付手段に機能的
に接続される。圧力板をパネルに対して移動させるために、ケーブル連結装置を駆動して
調節可能な取付手段を駆動するための適した駆動手段が設けられてもよい。
好ましくは、ダイヤル表示器は、異なる寸法の血液貯蔵室を有した少なくとも２つの可撓
性静脈レザバーに対応した少なくとも２つの尺度に沿った目盛を含んでいる。
これら及び他の特徴が以下で指摘される。
【００２１】
好適な実施形態の詳細な説明
本発明はさらに図面を参照して説明されるが、そこでは対応する参照番号は複数の図を通
じて対応する部分を示している。
図１を参照すると、可撓性静脈レザバー（貯槽）２０の正面図が示されている。可撓性静
脈レザバー２０の本体２２は、好ましくは、第１の壁（この図では前側）２４及び第２の
壁（この図では後側）２６を形成する可撓性でほぼ透明の高分子材料の２枚のシートから
作成され、第１壁及び第２壁はそれらの縁端に隣接する領域２８において熱融着され、袋
状構造を形成する。
【００２２】
好ましくは、可撓性静脈レザバー２０は２つの入口３０及び３２を備えており、一方が患
者の循環系から直接来る血液を引き入れる役目を果たし、他方が心臓切開血液を引き入れ
る役目を果たす。血液を処理の次の段階に導くために、出口３４が設けられている。特殊
な通気口３６が可撓性静脈レザバー２２の上部に設けられており、血液から分離した泡か
ら空気を取り除くことができる。通気口３６は好ましくは弁３８とルアー接続部４０とを
含む。
【００２３】
可撓性静脈レザバー２０は、高分子材料のシートと熱融着とによって形成された内部血液
貯蔵室２１を形成している。血液貯蔵室２１の上部外周２３は好ましくは概略弧状であり
、入口３０、３２と出口３４との間に血液貯蔵室２１を通る概略弧状の血流経路又は通路
を形成する。通気口３６は、好ましくは、図１に示されているように、血液貯蔵室２１の
弧状部分の上部と流通している。
【００２４】
　好ましくは、熱融着領域２８内の一連の穴４２が、レザバー２０を支持するために使用
される。高分子材料からなる微細な網から形成され袋状構造の可撓性静脈レザバー２０内
に配置されたスクリーン４３は入口３０及び の両方を通して進入する血液を受ける。
大部分の動作条件では、全ての血液がスクリーン を通過して出口３４に到達しなけれ
ばならないが、まれな条件では出口に向かう血液のバイパス経路としてスクリーンの上縁
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４４が開口した状態になる。
【００２５】
ここで図２を参照すると、本発明による容積制御支持器６０の斜視図が示されている。容
積制御支持器６０は、可撓性静脈レザバー２０を加圧することができる背面支持体の役目
を果たすパネル６２を含んでいる。パネル６２は、好ましくは、取付クランプ６８を有す
る第１アーム部分６６と、パネル６２に結合された第２アーム部分７０とを含んだ取付ア
ーム６４に結合されている。クランプ締付ノブ７２を回転することにより手術室内のポー
ル又は他のスタンドに取付クランプ６８を締結させることができ、第１アーム部分６６と
第２アーム部分７０の間の角度関係はアーム締付ノブ７４を回転させることにより調整す
ることができる。
【００２６】
各々が周状の溝７８を有する一連のピン７６がパネル６２に結合されており、これらピン
７６は、ピン７６がレザバー２０の穴４２に入ってレザバーが溝にぶら下がることができ
るように配置されている。ばね押クリップのようなレザバー２０をパネル６２に留めるた
めの他の手段が当業者には想起されるであろう。
好ましくは入口クランプ８０が設けられるが、これは好ましくはスナップ嵌合によって入
口３０及び３２を受容する寸法及び形状である。レザバーの通気口３６を受容するために
通気口クランプ８２が好ましくは設けられ、レザバーの出口３４を受容するために出口ク
ランプ８４（図４及び図５に見られる）が好ましくは設けられる。
【００２７】
パネル６２は前面（図２、図４ａ、図４ｂ及び図５ではレザバー側）を有しており、パネ
ル６２の対向する側縁６５及び６７の間の方向が（例えば図４ａ及び図４ｂでパネルから
右方向または左方向に離れる）横方向を構成している。パネル６２の平面に垂直な方向は
前方向又は後方向を構成するが、その際図４ａ及び図４ｂのページ面から上向きの方向が
前方向を構成することが了解されよう。
【００２８】
パネル６２は、好ましくは、可撓性静脈レザバーの背側を支持する平坦な透明窓６３を含
む。しかしながら、パネルは、代替的には、格子、網状体すなわちメッシュ、剛体の不透
明又は半透明の表面等といった、任意の適した支持構造物によって形成され得る。
好ましい可撓性静脈レザバー２０及び好ましい背面支持体パネル６２の様々な詳細は、本
願と一体のものとして参照されるレザバー取付ブラケットに関する１９９７年１１月７日
出願の同じ譲受人に譲受された同時係属米国特許出願第０８／９６６，３９９号にも開示
されている。
【００２９】
容積制限組立体９０は、可撓性静脈レザバー２０が収容できる最大容積を制限するように
機能する。容積制限組立体９０は１対の溝９４及び９６を有する取付フレーム９２を含み
、これら溝の各々がそれ自体の中にパネル６２を受容する寸法になっており、容積制限組
立体９０をパネル６２の左縁端又は右縁端に締着させることができる。この例示では、取
付フレーム９２は、パネル６２が溝９４の中に入った状態でパネル６２の左縁端に締着さ
れて示されている。したがって、容積制御支持器は灌流技師の好みに応じて右手又は左手
での操作に合わせて容易に設定できる。
【００３０】
取付フレーム９２は、旋回継手９８においてレバー１００に旋回可能に取り付けられてい
る。レバー１００は他方の端部においてピボット１０４で横断アーム１０２に旋回可能に
取り付けられている。取付フレーム９２は第１アーム（同じく９２）の好ましい実施態様
を構成しており、レバー１００は第２アーム（同じく１００）の好ましい実施態様を構成
している。第１アーム９２及び第２アーム１００は、第１アーム９２がパネル６２に対し
て旋回し、第２アームがやはり旋回するか又は単に外向きに移動するだけでパネルに対し
て第２アームが旋回運動がほとんど不能若しくは全く不能であるように接続されるように
改変され得ることが了解されよう。
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【００３１】
本願で使用される場合、一方の部材を他方の部材に対して旋回させるような運動は、部材
の一方が他方に対して移動する限り、何れかの部材を２つの部材からなる系の外側で静止
したものとして見ることができることを意味する。
横断アーム１０２は、好ましくは、圧力板１０６が好ましくは球面継手（ボールソケット
継手）１０８によって関節運動することを許容し、圧力板１０６が可撓性静脈レザバー２
０に対して自動で水平になることを可能とさせるような形で圧力板１０６に結合される。
最も好ましくは、球形自在継手１０８は弾性ソケットを有し、圧力板１０６が代替の可撓
性静脈レザバー２０に適応するために異なった寸法又は形状の別のものと速やかに交換で
きるようになっている。圧力板１０６を横断アーム１０２に接続し圧力板１０６の関節運
動を可能にするための代替手段には、例えば自在継手、可撓性ゴム接続部等が含まれる。
【００３２】
最も好ましくは、少なくとも２つの寸法の可撓性静脈レザバー２０と圧力板６３が設けら
れる。これらには、第１の可撓性静脈レザバー２０の血液貯蔵室２１と異なる寸法の血液
貯蔵室を形成する第２の可撓性静脈レザバーと、第２の可撓性静脈レザバーの血液貯蔵室
の寸法に対応した第１の圧力板６３と異なる寸法の第２の圧力板が含まれる。若しくは、
第１及び第２のレザバー及び第１及び第２の圧力板が同じ設計であってもよいが、それら
が異なる形状を有し、異なる材料又は構造で形成され得ることも企図される。この実施態
様では球面継手１０８又は他の適した取付手段が横断アーム１０２上に圧力板１０６を取
り外し可能に保持し、第１及び第２の圧力板を相互に交換することを可能にする。別のタ
イプの様々な寸法の圧力板を設けることもできる。
【００３３】
最も好ましくは、圧力板１０６は概略平坦且つ概略円形であり、透明高分子材料から形成
される。あるいはまた、圧力板が他の形状に形成されてもよく、格子、網状体又はメッシ
ュ、剛体の不透明板又は他の構造から構成されてもよいが、これらが好ましいわけではな
い。
【００３４】
好ましい円形形状の圧力板１０６及び好ましい寸法の圧力板１０６は、静脈レザバー２０
の血液貯蔵室２１を通る血流通路を、圧力板１０６の円形外周と血液貯蔵室２１の概略弧
状上部外周の間で概略弧状に形成する助けとなる。これは、圧力板１０６が止め棒１１８
によって許容されるパネル６２に最も近い位置に移動されたときに、この弧状流れチャネ
ル又は通路を提供すると共に、静脈レザバー２０のこの部分へのアクセスを提供する。圧
力板１０６とパネル６２の間の間隙は、この位置では非常に狭くなっている（この位置は
、血流チャネル又は血流通路が開いていることと、圧力板１０６の背後の血液貯蔵室２１
を通る血流が好ましくは完全に閉鎖されていないこととにもかかわらず「閉位置」と呼ば
れる）。
【００３５】
１つの実施態様では、圧力板１０６の外周と血液貯蔵室２１の上部外周２３の間の血流チ
ャネル又は通路は通気口３６に概略隣接してより大きな断面積を有することがあり、血液
が通気口３６の近くで減速し、血流中で一緒に運ばれる任意の空気塞栓を上向きに通気口
３６に移動させる助けとなる傾向がある。
【００３６】
血液貯蔵室２１のプライミング又は排出を容易にするために、閉位置の圧力板１０６と弧
状血流通路を利用することができることが了解されよう。
また、好ましくは、血液貯蔵室２１の１つの側面が、血液貯蔵室の上部外周に沿った血流
通路以外を圧力板１０６によってほぼ覆われ、パネル６２が少なくとも血流通路以外の血
液貯蔵室２１の他の側面をほぼ覆っている。最も好ましくは、パネル６２の好ましい実施
態様の透明窓６３が、静脈レザバー２０の血液貯蔵室２１の「背面」を完全に覆う。
【００３７】
旋回継手９８の周囲のレバー１００の位置は容積制御ノブ１１０を回転することによって
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調整することができる。容積制御ノブ１１０を回転すると親ねじ１１２が回転し、それが
レバー１００の旋回トラニオン１１４及びフレーム９２内の螺刻された取付具１１６（こ
れも旋回可能なトラニオンのことがある）と相互作用する。親ねじ１１２と、好ましくは
その容積制御ノブ１１０は、位置調節装置１１７の好ましい実施態様の機能部分を構成し
ている。親ねじ１１２の最大行程はその一端においては止め棒１１８によって制限され、
またもう一端においてねじ止め１２０によって制限されている。
【００３８】
止め棒１１８は「閉」位置と呼称される圧力板の運動範囲の限度を規定し、ねじ止め１２
０は「開」位置と呼称される圧力板の運動範囲の限度を規定する。最も好ましくは、開位
置は、静脈レザバーが満杯のときでさえも横断アーム１０２がその動作位置（図４ｂの実
線）からその装填位置（図４ｂの仮想線）に横方向に旋回できるよう十分に開いている。
最も好ましくは、「閉」位置は血液貯蔵室の覆われる部分を血流に対して完全に閉じはし
ない。
【００３９】
好ましくは、ダイヤル表示器１２２は外周１２３に歯を有し、これらの歯が親ねじ１１２
上のピニオン歯車１２４上の歯と噛合して、ダイヤル表示器が親ねじ１１２の回転に比例
して回転し、横断アーム１０２と圧力板１０６がその位置で可撓性静脈レザバー２０内に
許容する最大容積の概算測定値を提供するよう較正されている。
【００４０】
最も好ましくは、ピニオン歯車１２４とダイヤル表示器１２２の間の歯車比は、親ねじ１
１２、横断アーム１０２及び圧力板１０６の運動の全範囲がダイヤル表示器１２２の完全
な１回転より小さく、最も好ましくは完全な１回転よりほんのわずかに小さくなっている
。例えば、親ねじが４回転で２５．４ｍｍ（１インチ）進み、ピニオン歯車１２４とダイ
ヤル表示器の間の歯車比（歯の比）が約１３．９３であってもよい。運動の範囲はダイヤ
ル表示器１２２の回転が完全な１回転より小さくなるように設定される。
【００４１】
ダイヤル表示器１２２は指針１２５を参照して読み取られる目盛を備えている。好ましく
は、この目盛は異なる寸法及び形式の可撓性静脈レザバー２０に合わせて較正された複数
の尺度で表示され得る。例えば、図６に示されているように２つの尺度が提供されてもよ
い。ダイヤル表示器１２２は位置調節装置１１７の一部としても考えられる。
【００４２】
ダイヤル表示器１２２は比較的小さな領域内で高い解像度を提供すると考えられる。これ
は目盛がダイヤル表示器１２２の円周に沿って設けられ、その結果、円に沿った目盛部分
は目盛部分の直径のπ倍に等しい円周を有することになるからである。それと対照的に、
長手方向容積表示器は同じ量の解像度を提供するために目盛部分の直径の３倍以上長い長
さを必要とする。
【００４３】
横断アーム１０２は好ましくは動作位置（図４ａ及び図４ｂの実線）と装填位置（図４ｂ
の仮想線）との間で概略横方向に旋回可能となっている。動作位置では、圧力板１０６が
パネル６２の前側面の前に保持され、圧力板１０６とパネル６２との間で可撓性静脈レザ
バー２０に制約を与える。装填位置では、圧力板１０６がパネル６２の前側面から概略横
方向に離れた位置に旋回させられており、可撓性静脈レザバー２０を装填又は取り出しす
るか若しくは可撓性静脈レザバー２０へのより大きなアクセスを得る。横断アーム１０６
の動作位置及び装填位置は、調節可能な取付手段をパネル６２の１つの側縁（例えば、図
４の左側縁）に隣接して取り付けられた状態からパネル６２の他の側縁（例えば、右側縁
）に取り付けられた状態に切り換えるときに転換される。
【００４４】
ここで図３を参照すると、容積制御支持器６０の容積制限組立体９０の詳細な斜視図が示
されている。この図では、回転止め１２８が認識されるが、回転止め１２８は突出する耳
部分１３０及び１３２と相互に作用する。横断アーム１０２は、容積制限組立体がパネル
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６２の左側に結合されたときに回転止め１２８と突出する耳部分１３０との接触によって
規定される左手操作用の第１位置（この位置は図４ｂでは実線で例示される）から、容積
制限組立体がパネル６２の右側に結合されたときに回転止め１２８と突出する耳部分１３
２との接触によって規定される右手操作用の第２位置まで旋回できる。好ましくは、この
配置により、何らかの理由で灌流技師がレザバーに完全にアクセスしたいと望む場合、（
図４ｂで仮想線で示されているように）圧力板１０６を回転して可撓性静脈レザバー２０
から完全に離すことができる。
【００４５】
ここで図４を参照すると、可撓性静脈レザバー２０が所定位置に配置された容積制御支持
器６０の斜視図が示されている。圧力板１０６は、可撓性静脈レザバー２０内に入口３０
から可撓性静脈レザバーにおいて圧力板によって覆われていない部分に隣接する出口３４
へ（一連の矢印１４０によって示される）かなり大きな流れ通路が存在するような形状と
寸法であることに注意されたい。本願で使用される場合、「かなり大きな流れ通路」とい
う語句は、心肺バイパス術の際に予想される様々な流量を可能にするに十分なものである
ことを意味する。これによって、さらに、圧力板１０６によって提供される容積制限制約
からレザバーを解放することなく、可撓性静脈レザバー２０を検査し、可撓性静脈レザバ
ーに収容される血液からの気泡の除去を向上させるよう操作することが可能になる。
【００４６】
図４には、横断アーム１０２に回転制限を与える１つの好ましい方法が与えられている。
この好ましい実施態様では、回転止め１２８ａが横断アーム１０２上に配置され、突出す
る耳部分１３０ａ及び１３２ａがレバー１００上に設けられている。回転制限を与える他
の任意の適した方法又は構造を利用することも可能である。
【００４７】
本願で使用される場合、「可撓性静脈レザバーがパネルと圧力板との間に両者と接触して
配置され可撓性静脈レザバーの最大容積を調節可能に制限することができるようにパネル
上に圧力板を可動に取り付けるための調節可能な取付手段」という語句には、この機能を
達成する他の任意の方法と共に、この機能を達成するための好ましい実施態様、例えば、
横断アーム１０２、親ねじ１１２、フレーム９２、レバー１００及びノブ１１０が含まれ
る。例えば、調節可能な取付手段は、本願と一体のものとして参照される、米国特許第５
，３５２，２１８号、同第５，５７３，５２６号、同第５，６９３，０３９号及び同第５
，７２０，７４１号の明細書で開示されているタイプの機構を網羅することも意図されて
いる。
【００４８】
「パネルの何れかの側縁に隣接してパネルに結合可能」という語句が調節可能な取付手段
の表現に付加される場合、例えば、螺刻された留め具、スナップ接続具、（おそらく他の
手段と組み合わされる）磁性手段、（調節可能な手段をパネルに又はパネルを調節可能な
取付手段に締着させる万力によって提供されるもののような）オーバセンタ（ｏｖｅｒｃ
ｅｎｔｅｒ）ロック又は締付機構、またはこれらの手段のいずれかの組合せといった、パ
ネルの何れかの側縁に沿って組立体を取り付けるための任意の適した手段を利用すること
ができる。最も好ましくは、調節可能な取付手段は、フレーム９２がパネル６２の左又は
右のどちらの側縁に取り付けられるかに応じて二者択一的にパネル６２を受容する１対の
溝９４及び９６によって取り外し可能に「パネルの何れかの側縁に隣接してパネルに結合
可能」であり、フレーム９２はパネル６２に締着される。
【００４９】
ここで図５を参照すると、容積制御支持器６０の組立分解図が示されている。この図では
、好ましくは容積制限組立体９０をパネル６２に取り付けるために、例えば単数又は複数
の蝶ねじ１５０が設けられ得ることがさらに容易に認識される。さらに、トラニオン１１
４は各側面に延びる突出タブ（耳部分）１５２を有することができることが分かる（この
図では一方だけが見え、他方は容積制限組立体９０の裏側にある）。好ましくは、これら
はダイヤル表示器１２２に結合された相補形状のレール１５４に係合して、ダイヤル表示
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器を案内及び支持し、その螺刻された外周１２３をピニオン歯車１２４に係合させる。好
ましくは、各レール１５４を突出タブ１５２に結合するために、ボルト又はアレンスクリ
ューが使用され得る。突出タブ１５２と相補形状のレール１５４は鍵式接続（キースロッ
ト接続）の好ましい実施態様を構成することが理解されるであろう。他の例はタブとレー
ルを逆にすることである。ダイヤル・フレーム（同じく１５４）をトラニオン１１４の端
部に接続する他の任意の適した方法が利用されることもある。
【００５０】
　容積表示器又は位置表示器及び／又は駆動モータの代替的な連結装置が図 に仮想線で
概略的に示されている。この代替的な連結装置は、ケーブル連結装置２００と、ケーブル
連結装置を駆動し又は血液貯蔵室２１の最大容積又は圧力板６２の位置を表示するための
手段２０２とを備えている。この代替態様のケーブル連結装置２００は親ねじ１１２の後
端に接続されており、ケーブル２００は親ねじ１１２が回転するに伴って回転するように
なっている。手段２０２は、単に、例えば灌流技師の裁量で別の場所に取り付けられたダ
イヤル表示器１２２といくつかの点で類似のダイヤル表示器、駆動モータ、及び／又はコ
ンピュータ又はディスプレイとの電気機械的連結装置とし得る。もちろん、他の位置セン
サ又は駆動手段が代替的に利用されることもあり、噛合歯車のようなさらに別の中間連動
機構が設けられることもある。
【００５１】
ダイヤル表示器１２２が装置に再度結合される場合でも、ダイヤル表示器１２２を容易に
再較正することができる。再較正を達成する好ましい方法は、まず圧力板１０６を閉位置
に移動させることである（すなわち、圧力板１０６とパネル６２の間の間隙は最小になる
）。次に、最小容積目盛が指針１２５に整列するような方向にダイヤル表示器１２２を再
設置する。これで再較正が達成される。装置から取り外されなければダイヤル表示器１２
２を再較正する必要はない。
【００５２】
上記の構造と方法には特許請求の範囲に規定される本発明の範囲から逸脱することなしに
様々な変更がなされうるので、上記の説明に含まれる又は添付の図面に示されている全て
の事項は説明のためのものであって制限的な意味ではないと解釈される。
【図面の簡単な説明】
【図１】　本発明と共に使用され得るタイプの可撓性静脈レザバーの正面図である。
【図２】　例えば図１の可撓性静脈レザバーを受容するように構成された容積制御支持器
の好ましい実施態様の斜視図である。
【図３】　図２の容積制御支持器の容積制限組立体の詳細な斜視図である。
【図４ａ】　可撓性静脈レザバーが所定位置に置かれた容積制御支持器の斜視図であり、
特に圧力板上の流れ経路を示している。
【図４ｂ】　パネル及び可撓性静脈レザバーから横方向に離れた旋回位置にある横断アー
ムと圧力板を仮想線で示している点を除き、図４ａと類似である。
【図５】　容積制御支持器の組立分解図であり、特にダイヤル表示器を容積制限組立体の
残りの部分に取り付けるための好ましい態様を示している。
【図６】　好ましいダイヤル表示器の正面図である。
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【 図 １ 】 【 図 ２ 】

【 図 ３ 】 【 図 ４ ａ 】
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【 図 ４ ｂ 】 【 図 ５ 】

【 図 ６ 】
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